
（参考資料 1） 

南極地域観測隊員として観測事業に携わることについての説明 

（１）はじめに 

 南極地域観測は、国際協力の下に日本国が実施する事業の一つです。事業の遂行に当たっては、

極地科学に関する研究や観測及び業務に関係する複数の機関が担当分野の責任を負い、文部科学

省に置かれている南極地域観測統合推進本部が省庁横断的にそれらを統合推進する責任を負ってい

ます。 

 日本の南極地域観測は、1957 年（昭和 32 年）１月 29 日、南極大陸リュツォ・ホルム湾にある東オン

グル島に昭和基地建設を決めて以来、半世紀にわたって実施されています。この間、輸送に必要な船

舶の老朽化等により一時中断があったものの、1961 年（昭和 36 年）の南極条約の発効、極地観測継

続の重要性などから南極地域観測事業は再開されました。その後、南極大陸にある日本の観測基地

は、拡充整備され、観測と研究が中断することなく実施されています。世界的な観測網の拠点として、

定常的な気象観測の継続実施やオゾンホールの発見、研究プロジェクトとしての月隕石・火星隕石を

含む世界最多級の隕石の採取、氷床掘削で得た氷床コアの解析による過去数十万年にわたる気候

変動の解明及び生態系や大気中の二酸化炭素量のモニタリングによる環境変動の研究など多くの観

測研究の成果を得ています。 

 南極地域観測隊は、観測計画と設営計画の下に、毎年、新たに編成されます。南極地域に派遣され

る観測隊員は、上記本部長（文部科学大臣）から「観測隊員委嘱」をされます。隊長、副隊長及び隊員

で組織される南極地域観測隊は、『南極観測の実施に必要な用務を一体となって遂行する。』ことが南

極観測への参加を決定した昭和 30 年 11 月の「閣議決定」のなかに示されています。 

 このように南極地域観測隊（JARE:Japanese Antarctic Research Expedition）は、極地観測におけ

る日本のナショナルチームといえます。 

 

（２）観測隊員に必要なナショナルチームの一員としての自覚 

 南極地域観測事業は、国の事業として多額の税金が投入され実施されています。その業務は国から

「隊員委嘱」を受けた隊員が、観測隊長の命を受け実施するものであるということを全員が自覚してお

かなければなりません。隊員一人一人の行動が観測隊の活動結果として南極本部へ報告されます。

隊員は、極地観測における日本のナショナルチームを構成する誇りと意識を持って任務を遂行すると

ともに、国民の南極地域観測に対する信頼を損なうことのないよう、自らの行動に責任を持つ必要が

あります。 



（３）観測隊員として応募する前に理解すべきこと 

１）家族や職場との十分な意思疎通が必要なこと 

 南極地域という特殊な環境に赴くことは、家族や職場等の支援なしには成立しません。観測隊員とな

ることについて、十分な説明のうえ理解と協力が得られることが第一歩です。特に家族にとっては、大

きな決断を必要とする事柄です。不在中に予想される家庭や職場での諸事情への事前対処は、当然

なすべきことであり、隊員は、南極地域に在る間にも家族や職場との十分な意思疎通を図ることが必

要です。 

 これらの個人的事情について、なんらかの憂慮がある場合や問題が解決できない場合は、観測隊員

となるべきではありません。 

２）必ずしも日本国内と同じ生活環境、職場環境ではないこと 

 南極への輸送は、地理的、財政的及び輸送体制の制限から優先順位をつけて必要最小限の物資を

船積みします。従って、日本国内と全く同様の生活環境を保証するだけの、十分な物資を搬入すること

はできません。しかし万一、次の観測隊との交代が遅れた場合に備えて、１年分の燃料の備蓄と予備

の食料は確保されています。また、昭和基地内のインフラは整備が進み、生活に必要な施設、設備が

整っています。このような、限られた条件下にある極地での滞在には、何事にも優先順位や制限があり、

それに従わざるを得ない場合があることを承知しておかなければなりません。 

３）医療環境の実情を理解し、納得すること 

 昭和基地の医療体制は、現在南極で越冬観測を実施している諸外国のものに比べ格段に優れたも

のです。しかし、南極地域という地理的事情は、救急、リハビリといった部分には厳しい医療環境をもた

らします。 

 隊員候補者となった段階で、機会を設けて詳しい説明がありますが、特殊な環境下にある南極の医

療について十分に理解、納得した上で観測隊員となる決断をすることが必要です。 

 「南極における医療の現状と限界についてのインフォームド・コンセント」については、（資料 2）を熟読

し、現状と限界を理解した上で応募してください。 

４）相互協力が欠かせないこと 

 「観測隊員としての業務を遂行する」に当たっては、隊員数が限られていることから、分野が異なる担

当隊員相互の協力が不可欠です。基地機能の維持に必要な作業を実施するために、各人の担当分

野以外の作業が命じられることがあります。 

 特に、作業計画が多い夏期作業期間においては、限られた人数、物資及び厳しい自然環境の下で

の業務遂行のため、作業時間が長時間に及ぶことも珍しくありません。このような時期においても、観

測隊長の命令に従い各人の協調性と専門的能力をもって、一致団結して事にあたることが必要となり

ます。 

http://www.nipr.ac.jp/info/h21-51-youkou2/doc04.html


５）自分の身は、自分で守ること 

 各人が安全に対する意識を高めることが必要です。観測隊全員の無事の帰国が「一体となって業務

を遂行する責任」を果たした証の一つでもあります。基地の施設や設備が進歩しても南極の自然環境

は不変です。隊員の事故は、多くの方面に影響を及ぼすものであることを自覚しておかなければなりま

せん。 

  危険防止については、機会ごとに提供される情報やマニュアル等を確認しておくとともに「自分の身

は自分で守る」という基本原則を常に念頭に置いておくことが必要です。 

 特に観測隊は、業務の遂行に必要な専門家による限られた人員で構成された集団であるため、万一

発病等で職務の遂行ができなくなった場合、余人を充てることが困難な状況になります。発病は、事故

と同様に個人のみならず観測隊の活動にも大きな影響を及ぼすものであることを自覚して日々生活す

ることが必要です。 

 南極地域という特殊な環境での生活において、隊員は、医療担当隊員により実施される健康指導を

守り、円滑な集団生活の創造に進んで協力するなど、身体、精神の両面の健康について自己の責任

で管理しなければなりません。 

６）環境保護のため行動に制限があること 

 南極地域の環境保護については、「環境保護に関する南極条約議定書」、同附属書及びこれらに関

係する国内法が定められており、南極地域に立ち入る者の全てが「行動計画の確認申請」を行う対象

になっています。これは南極地域で行う予定の行動について、環境大臣に申請し確認を受けたものに

限られるので、申請に当たっては事前に十分な行動の確認が必要であるとともに、現地にあっては確

認を受けた以外の行動をしてはなりません。また、個人で石を持ち帰ること、動物に接近して驚かす等

の行為の禁止や廃棄物の抑制と制限など法律により禁止又は制限される行為について充分理解し業

務を遂行することが必要です。 
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